
高津川河川整備アドバイザー会議 規約（改正案）

（名称） 

 第１条 本会の名称は、高津川河川整備アドバイザー会議（以下、「会議」）と称する。 

（目的） 

 第２条 この会議は、国土交通省中国地方整備局長が作成した「高津川水系河川整備計

画（国管理区間）」（以下、「整備計画」）に基づき実施している事業の進捗状況、

流域の社会情勢の変化、地域の意向及び河川整備に関する新たな視点等につい

て意見を聴く場として設置するものである。 

   ２．整備計画の変更を行う場合においては、河川法第１６条の２第３項の規定に基

づき、学識経験を有する者の意見を聴く場とする。 

   ３．整備計画の変更に伴い事業評価が実施される場合は、再評価の対象事業の評価

を行い、意見を聴く場とする。 

３．整備計画に基づいて実施される事業のうち、事業評価の対象となる事業につい

て、中国地方整備局が設置する事業評価監視委員会に代わって審議を行うもの

とする。 

（組織等） 

 第３条 会議の委員は国土交通省中国地方整備局長が委嘱する。 

   ２．委員は別表に掲げる委員で構成する。 

（委員長） 

 第４条 会議に委員長を置く。委員長は委員の互選によってこれを定める。 

   ２．委員長は会議の運営と進行を総括する。 

   ３．委員長に事故のあるときは、当該委員会に属する委員のうちから委員長が事前

に指名する者が委員長の職務を代行する。 

（会議の招集） 

 第５条 会議は、委員長が招集する。 

   ２．会議は、委員の半数以上の出席をもって成立する。 

   ３．委員の代理出席は原則として認めない。 

   ４．会議は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。 

（公開） 

 第６条 会議は原則公開とするが、公開方法等については会議で定める。 

（規約の改正） 

 第７条 本規約の改正は、委員総数の３分の２以上の同意を得て行うものとする。 

（事務局） 

 第８条 会議の事務局は、国土交通省中国地方整備局浜田河川国道事務所に置く。 

   ２．事務局は、会議運営に係る庶務を処理する。

（雑則） 

 第９条 この規約に定めるものの他、必要な事項は会議で諮って定める。 
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（附則） 

 この規約は平成２９年 ９月２１日から施行する。 

      令和 ４年１１月 １日に一部を改正する。
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